
業務手順書　一覧

高齢者福祉課 長寿支援係 1 伊東市ひとり暮らし高齢者緊急通報システム事務 32-1561 R7.2.28見直し

2 伊東市敬老事業（１００歳以上長寿祝い） 32-1561 R7.2.28見直し

3 伊東市敬老祝金贈呈事業 32-1561 R7.2.28修正

4 伊東市長寿ふれあい交流事業助成金交付事務 32-1561 R7.2.28見直し

5
高齢者公共交通機関割引乗車証等購入助成事業

事務
32-1561 R7.2.28見直し

6 老人保護措置　入所事務 32-1561 R7.2.28見直し

7 基準緩和型サービス従事者研修 32-1561 R7.2.28修正

8 総合事業　事業対象者申請受付事務 32-1561 R7.2.28見直し

9 総合事業　事業所新規指定申請事務 32-1561 R7.2.28見直し

10 介護予防事業（教室） 32-1562 R7.2.28見直し

11 伊東市在宅高齢者等食事サービス事業 32-1562 R7.2.28見直し

12 介護用品支給事業 32-1561 R7.2.28見直し

13 在宅高齢者介護家族支援事業 32-1561 R7.2.28見直し

14 伊東市高齢者あんしん見守りネットワーク事業 32-1561 R7.2.28修正

15 成年後見開始の市長申立事務 32-1561 R7.2.28見直し

介護保険係 1 介護保険料納付記録管理（特別徴収分） 32-1564 R7.2.28見直し

2 介護保険料納付記録管理（普通徴収分） 32-1564 R7.2.28見直し

3 介護保険料納付記録管理（滞納分） 32-1564 R7.2.28見直し

4 要介護認定事務 32-1563 R7.2.28見直し

5 介護保険運営協議会 32-1563 R7.2.28見直し

6
居住介護（予防）福祉用具購入費の償還払い事

務
32-1563 R7.2.28見直し

7
居住介護（予防）福祉用具購入費の受領委任払

い事務
32-1563 R7.2.28見直し

8 居宅介護住宅改修費償還払い事務 32-1563 R7.2.28見直し

9 居宅介護住宅改修費受領委任払い事務 32-1563 R7.2.28見直し

備考課（事務所・局）名 係名 № 業務・事務名 担当TEL



補足

変

更

点

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

【会計課】審査・支払

口座振込

【委託業者】

支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

伊東市会計規則

≪課長決裁
　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

市窓口や地域包括支
援センターにパンフ
レット等を設置

申請申し込み

内容を精査し、利用の可否を決
定

≪課長決裁≫
利用決定稟議

利用決定

申請受付
↓
利用の可否の決定

即日～３日以内

請求兼領収書の受
理
↓（即日処理）
支出命令
↓（２０日間）
支払

内容を確認した上で、適正に審
査する。

利用決定通知の送付

月額報告・請求兼領収書の受理

【本人、家族、包括支援セ
ンター職員、ケアマネー

ジャー、支援者】
申請

案　　　内

窓口での受付

緊急通報システム利
用申請書
緊急通報システム利
用対象者調査票

市内各包括支援センター・事業
所等へ周知。本人、家族、支援
者から相談。

伊東市ひとり暮ら
し高齢者緊急通報
システム事業実施
要綱

利用決定通知書の送付

緊急通報システム
利用決定通知書

【申請者】

【委託業者】

【申請者】

機器の設置

【委託業者】

翌月初め

【委託業者】
月額報告書・請求兼領収書の

提出

月額報告書
請求兼領収書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

シート番号 1 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

在宅のひとり暮らし高齢者（心身が身体上又は精神上の障害があるために日常生活上注意を要する状態があるもの）の緊急時に対応できる通報システム設置のための費用助成を行う。

伊東市ひとり暮らし高齢者緊急通報システム事務

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

⑭
⑮

㊵

⑫



【花屋（市内）】

支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

補足

変

更

点

満100歳の長寿者が亡くなった場合、秘書広報課からお線香を受取り、御遺族へ贈呈する。

現在の長寿者の所在地（転居・死
亡・施設入所等）を確認し、９月敬
老の日前後に記念品を届ける日時
を調整する。

【花屋（市内）】

市長表敬訪問を皮切りに、当該年
度における祝１００歳長寿者は自宅
や施設を訪問し、直接贈呈する。祝
１０１歳以上はゆうパックにて配送
する。

胡蝶蘭
シャボンフラワー
アーティフィシャルフ
ラワー

【長寿者宅・施設】
訪問

記念品の贈呈
配送

【花屋（市内）】

納品

伊東市会計規則

請求兼領収書

≪課長決裁
　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

請求

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

【会計課】審査・支払

口座振込

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

事前連絡

対象者リストの抽出

記念品の選定・発注 見積書

対象者の条件をシステムに入力し、
在宅状況の確認を行うためのリスト
を作成する。

長寿対象者リスト
《課長決裁》
長寿祝実施稟議

【長寿者の家族・施設職員】 訪問日等の調整

随契
依頼 敬老の日前後に市内長寿者へ配布

する予定の記念品を選定・納品ス
ケジュールを調整する。

業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

敬老の日を記念し、長寿者に対し記念品を贈り、多年にわたり社会に貢献した市民を敬い、健康で心豊かな市民生活に寄与するため。

伊東市敬老事業（１００歳以上長寿祝い）

内包するリスク ①、⑭、⑮、㉘、㉙、㊳、㊴、㊸、㊹

リスク

№

㉘

無

伊東市　業務手順書

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

シート番号 2

㉙

⑭
⑮



口座振込届
未提出者

補足

変

更

点

・祝金贈呈方法を民生委員による現金配布から、口座振込に変更
・見直し時改良及び字句修正

【会計課】審査・支払
伝票回付 祝金の口座振込

（支出命令）

口座振込

口座振込により祝金贈呈【対象者】

【対象者】 返信がない対象者への再案内

返信

返信があり次第、支出稟議決裁
後、支出伝票の作成及び振込
データを銀行用に変換し、会計
課に依頼

伊東市会計規則

《課長決裁》
祝金支出稟議

《課長決裁
　→会計課》
支出負担行為伺兼
支出命令書、三信提
出用振込データ

振込データは、USB
メモリーに保存し会
計課に依頼

再案内
返信がない対象者に、再度の案
内送付又は臨戸対応

再度の郵送案内や
臨戸により、口座振
込届書を提出しても
らう

㊵

⑭
㊻

【会計課】審査・支払
伝票回付 祝金の口座振込

（支出命令）

口座振込

【対象者】 口座振込により祝金贈呈

口座振込データの作成

支出稟議決裁後、支出伝票の作成
及び振込データを銀行用に変換し、
会計課に依頼

伊東市会計規則

《課長決裁》
祝金支出稟議

《課長決裁
　→会計課》
支出負担行為伺兼
支出命令書、三信提
出用振込データ

振込データは、USB
メモリーに保存し会
計課に依頼

返信された口座振込届により口座
振込データを作成する。 ③

㊵

⑭
㊻

【対象者】 祝金案内、口座振込届の発送

返送

対象者リストの修正

郵送 対象者に祝金案内及び口座振込届
を郵送し、返信用封筒で口座振込
届を市役所に返送してもらう。

《課長決裁》
案内文発送

訪問により判明した点（転居・死亡・
施設入所等）のリスト修正を依頼
し、正式な配布リストを作成する。

修正を完了した長寿祝
金リスト

１セット

㊻対象者リストの確認

対象者リストの作成

介護保険システムにて、施設等へ
の入居情報、別送状況を確認

修正が必要な長寿
祝金対象者リスト

対象者の在宅状況の確認を行うた
めのリストを作成する。

伊東市祝金条例・伊
東市祝金条例施行
規則

長寿祝金対象者リス
ト

内包するリスク ①、⑭、㊳、㊴、㊸、㊹、㊻

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

シート番号 3 業務・事務名 伊東市敬老祝金贈呈事業

業務・事務の目的 市民の長寿に対し祝金を贈り、多年にわたり社会に貢献した市民を敬い、健康で心豊かな市民生活に寄与するため。

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更 有

担当係名 長寿支援係



変

更

点

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

団体（老人クラブ・町内会・自
治会・区長会）へ周知。
広報誌への掲載。

・伊東市補助金等
交付規則

・伊東市長寿ふれ
あい交流事業交付
要綱

市広報
老人クラブ・区長
会・町内会へ申請書
類を配布

請書は事業を実施
前に受領

【申請団体】 交付通知の送付・請書の受付

内容を確認した上で、適正に審
査し、交付確定する。

≪課長決裁≫
交付確定稟議

審査・交付確定

【申請を希望する団体】

案内

窓口での受付

補足

口座振込

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

【会計課】審査・支払

交付確定通知書・振込通知書の
送付

確定通知書
振込通知書

支払日が決まり次
第、即日郵送

支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

伊東市会計規則

請求兼領収書
≪課長決裁
　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

確定後、即日中に作
成
支払までは２０日間

確定通知・振込通知の送付【申請団体】
通知

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、⑫、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

部 健康福祉部 課等 シート番号 4 業務・事務名

多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬い、祝金、記念品の贈呈や、地域で開催する事業や親睦交流を目的としたバス旅行を実施する団体に対する助成を行う。

伊東市長寿ふれあい交流事業助成金交付事務

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

業務・事務の目的

交付決定通知書の送付
請書の受付

決定通知書
請書

事業参加者の状況・収支精算書
を受付

完了報告書
参加者名簿
収支精算書
領収書の写し
集合写真
（バス交流のみ）

完了報告
【申請団体】事業の実施 完了報告の受付

↓
交付確定

受付順に３１日以内
（不備の修正等）

無

交付申請書
長寿ふれあい交流事
業実施計画
旅工程表・見積書
（バス交流のみ）

申請の受付
↓
財政課合議
↓
交付決定

７日以内【財政課】
交付決定額５万円以
上の場合は合議

交付決定

申請申し込み

内容を精査し、交付決定する
≪部長決裁≫
交付決定稟議

高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

敬老の日後に提出
集中 ⑫

㊵

㊵

⑭
⑮

⑫



補足

変

更

点

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

【会計課】審査・支払

口座振込

【委託業者】

伊東警察署・危機対
策課等にパンフレッ
トを設置

問合せ

対象者の確認
窓口での受付
↓
購入費助成ハガキ
の発送

即日又は翌日
購入費助成ハガキの送付

交付対象者の確認

【本人又は家族】
申請（電話連絡・窓口）

案内

窓口での受付

㈱東海バス及び伊豆急行㈱から
案内。
本人、家族、支援者から相談

伊東市高齢者公共
交通機関割引乗車
証等購入費助成事
業実施要綱

高齢者公共交通機関割引証の送
付

回数券・パス販売

【委託業者】回数券・パス販売

【助成対象者】

【助成対象者】
委託事業者の設置する販売所等
でハガキを提出の上、割引乗車

証等を購入

翌月初め

【委託業者】
月額報告書・請求兼領収書

の提出
月額報告・請求兼領収書の受理

請求兼領収書の受理
↓（即日処理）
支出命令
↓（２０日間）
支払支出負担行為伺兼支出命令書を

起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

伊東市会計規則

請求兼領収書
≪課長決裁
　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

ハガキ提出

高齢者公共交通機
関割引証

課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

高齢者の外出の機会を増やし、社会参加を促進するため、７０歳以上で市内に１年以上住んでいる方に対し、市内を運行するバス及び鉄道事業者が発行する高齢者割引証等を購入する
際に、購入費の一部の助成を行う。

高齢者公共交通機関割引乗車証等購入助成事業事務

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

備考
関連部門 当該部門

シート番号 5 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部

㊵

報告内容を審査し、清算する 月額報告書

⑭
⑮



補足

変
更
点

対象者入所

【養護老人ホーム】 決定・依頼
対象老人の入所を決定し、入所
を当該施設に依頼する。

・伊東市立養護老
人ホーム管理規則
・伊東市老人ホー
ム入所者費用徴収
基準事務取扱要綱

・高齢者虐待の防
止、高齢者の養護
者に対する支援等
に関する法律
・老人福祉法
・老人福祉法施行
令
・伊東市老人福祉
法施行に関する規
程
・伊東市立養護老
人ホーム条例
・伊東市老人福祉
法第10条の4第1項
及第11条第1項第2
号の規定に基づく
やむを得ない事由
による措置に関す
る要綱

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊸、㊹、㊻

リスク

№

㊻

措置開始通知書
養護委託書

【入所判定委員会】 入所判定・審査

担当者が、訪問し、対象者の実
態把握を行う。

訪問・健康確認

老人福祉法に基づき入所判定委
員会を開催、審査し、措置台帳
を作成する。

措置台帳

・老人福祉法
・伊東市老人ホー
ム入所判定委員会
設置要綱

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

身体的、精神的、社会的ハンディキャップを有する老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な養護老人ホームへの入所措置を行う。

老人保護措置　入所事務

【本人、家族又は支援者】 相談

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

本人又は家族、民生委員等の支
援者から相談を受ける。

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更 無

伊東市　業務手順書

シート番号 6 業務・事務名



見直し時字句修正

⑭
⑮

㊼

訪問型サービスＡ指定事業所が介護福祉士や介護職員初任者研修修了者等でない者を雇用する際に必要となる「市が定める研修」であり、将来の介護人材の育成のため。

基準緩和型サービス従事者研修

有

伊東市　業務手順書

リスク

№

パンフレットやチラ
シを設置

受講申し込み

【受講希望者本人】
申請

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊸、㊹、㊼

【講師】謝礼の請求
支出負担行為伺兼支出命令書

起案・決裁【会計課】審査・支払

口座振込

補足

講師謝礼支払のため、支出負担
行為伺兼支出命令書を起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

請求兼領収書の受
理
↓（即日処理）
支出命令
↓（２０日間）
支払

伊東市会計規則

請求兼領収書

≪課長決裁
　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

変
更
点

【講師】

【受講者】

研修当日の案内

１日の研修を受講し、修了後に
修了書を贈呈する。

事業所への就労希望者の情報を
事業所へ提供する。

受講者全員へ案内通知及び求人
情報を郵送する。

研修前１週間前 案内通知

研修受講

修了書

【就労希望者のみ受領】
個人情報提供書

【訪問型サービス・活動A事業所】

次第

基準緩和型サービ
ス従事者研修テキ
スト
パンフレット
研修資料

修了書

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

案内

２週間の受付期間内に電話・窓
口で受付

受講受付簿

広報いとう、市ホームページ、商業
施設やハローワークへの掲示、チラ
シ配布により周知する。

伊東市基準緩和型
サービス従事者研
修に関する要領

【訪問型サービス・活動A事業所】

備考
関連部門 当該部門

シート番号 7 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

事務・業務フロー

求人情報

受講者の確認

市内指定事業所へ現在の求人情
報を確認

求人情報の確認

事務内容又は目的



㊵

㊷

内包するリスク

リスク

№

①、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹

備考
関連部門 当該部門

事務・業務フロー

補足

変
更
点

【申請者】
認定結果通知・被保険者証交付

申請受付
↓
認定

７日間

認定結果通知・被保険者
証の交付は認定後即日発
送

基本チェックリスト確認

認定結果通知
被保険者証

認定

チェックリストの作成

【本人又は各地域包括支援セ
ンター職員】
（代行）申請

申請受付
本人又は代行人から申請を受け
付ける。（新規・更新・区分変
更）システムにより入力

介護保険法
介護保険法施行令
介護保険法施行規則

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

シート番号 8 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

被保険者から総合事業事業対象の申請を受付し、結果を通知する

総合事業　事業対象者申請受付事務

無

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更



㊵【サービス事業者】

変
更
点

指定通知の発送
決定

通知

補足

無

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵

リスク

№

市から指定を受けるためのサー
ビス事業者による申請

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

【サービス事業者】
指定申請書の
作成・提出

指定申請書の受付

備考
関連部門

決裁後、システム
入力に１日

≪部長決裁≫
指定に係る稟議書
伊東市介護予防・
日常生活支援総合
事業指定事業者指
定通知書

伊東市介護予防・日
常生活支援総合事業
の人員、設備及び運
営に関する基準を定
める要綱

伊東市介護予防・日
常生活支援総合事業
の事業者指定手続等
に関する要綱

指定申請書類一式

指定申請書を審査
申請書の受領
→決裁
１か月以内

当該部門

シート番号 9 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

事務・業務フロー

サービス提供等を審査し、指定する。

総合事業　事業所新規指定申請事務

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更



⑭
⑮

６５歳以上の高齢者に対し、体調チェック、体力測定、筋力トレーニング、個別相談等を通じて生活機能の維持向上を目指し、日常生活の中で積極的に継続した介護予防の取組ができる
ようになることを目指す。

介護予防事業（教室）

無

伊東市　業務手順書

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係 シート番号 10 業務・事務名

当初作成日 2019/12/20

内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊸、㊹

リスク

№

【65歳以上の市民】
参加申込み

委託先事業所：教室参加者の状
況の報告・確認、教室参加者へ
の体力測定・生活状況アンケー
トの実施

見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

変

更

点

≪課長決裁≫
市広報掲載依頼

【関係機関等】介護予防教室の
スケジュールの提出

広報等による市民への案内

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

年２回折込み（４
月号と８月号）

【専門職(健康運動指導士等)】
予防教室での指導

状況の報告・確認・事業効果

支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

６５歳以上の市民への周知
広報への掲載

介護保険法
介護保険法施行令
介護保険法施行規
則

伊東市会計規則

【委託先事業所】
事業の実施

請求兼領収書

≪課長決裁≫
実施報告書

実施報告書提出

≪課長決裁
　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

補足

【委託先事業所・専門職】

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

【会計課】審査・支払

支払

【委託先事業所】
申込受付

【委託先事業所】
参加者の決定

報告

委託先事業所へ直接申込み
介護予防事業の
円滑な実施を図る
ための指針

委託先へ直接申込み

参加者を決定する
登録証の作成

介護予防事業実施
要領

参加者名簿参加者の決定

教室開催１週間前ま
でに、参加者名簿を
提出
→開催前日までに登
録証発行



当初作成日 2022/2/1 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

シート番号 11 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

介護認定や要支援１.２又は介護予防・日常生活支援総合事業の対象者に対して、見守り・栄養改善等が必要な一人暮らし等の高齢者に対し、配食サービスによる食事の提供で安否確認
を行い、自立した在宅生活を支援することを目的とする。（以下「配食サービス」という。）

伊東市在宅高齢者等食事サービス事業

無

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

【利用希望者・代理申請者
（地域包括支援センター・介

護支援専門員等）】

申請書・承諾書アセスメントシート
受付

備考
関連部門 当該部門

事務・業務フロー

申請書情報を入力・管理

介護保険料段階に応じた自己負
担額の決定

利用希望者又は代行人から窓口
で申請、承諾書及びアセスメン
トシートを受付ける。
決定通知書送付先と介護保険
サービス利用日の確認を行い、
本事業の対象者であるか確認す
る。

申請書受理
↓
利用決定

３日間

伊東市在宅高齢者
等食事サービス事
業実施要綱

伊東市在宅高齢者等食
事サービス事業利用申
請書（第1号様式）
在宅高齢者等食事サー
ビス事業利用に伴う利
用者の注意事項に関す
る承諾書
伊東市在宅高齢者等食
事サービスアセスメン
ト票（第1号様式第6条
第1項関係）

伊東市在宅高齢者等食事サービ
ス事業実施連絡票を委託業者に
送付

伊東市在宅高齢者等食
事サービス事業実施連
絡票（第4号様式）

申請書受付後、約
７日を目安に配食
サービスの開始

変
更
点

補足

【委託業者】 利用者情報・開始日の連絡

≪課長決裁≫
利用決定に係る稟議(第
2号様式）

利用決定

決定通知書の送付

利用決定
↓
送付

２日間

伊東市在宅高齢者等食
事サービス事業利用決
定通知書（第2号様式）

【決定通知送付先又は、
担当ケアマネジャー】

利用決定通知書の送付

㊵

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

㊵



当初作成日 2022/2/1 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

シート番号 12 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

重度要介護状態にある高齢者の在宅生活の継続と、介護を行う家族の経済的・身体的負担を軽減する。

介護用品支給事業

無

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

申請者【介護者・代理申請者
（地域包括支援センター・介護

支援専門員等）】
申請書受付

備考
関連部門 当該部門

事務・業務フロー

【委託業者】

介護者、代理申請者より申請書
を受け付ける。 申請書受理

↓
交付決定

３日間

伊東市介護用品支
給事業実施要綱

介護用品支給申請
書
（第１号様式）

交付決定
↓
送付

２日間
介護用品支給開始通知書の送付

委託業者は当該月の業務報告書
を市に提出

業務報告書

受給資格を審査し、支給の可否
を決定

≪課長決裁≫
介護用品支給決定
通知書（第２号様
式）

【申請者】 支給決定通知書の送付

委託業者に対し介護用品支給開
始通知書の送付、申請者は委託
業者に発注

発注

補足

変
更
点

【会計課】審査・支払

口座振込

【委託業者】

支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

請求兼領収書の受
理
↓（即日処理）
支出命令
↓（２０日間）
支払

伊東市会計規則

請求兼領収書
≪課長決裁
　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

業務報告書の提出

支給決定

申請者に対し支給決定通知書の
送付

伊東市　業務手順書

㊵

⑬

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

⑭
⑮



当初作成日 2022/2/1 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

無

関連部門 当該部門

シート番号 13 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

事務・業務フロー

重度要介護状態にある高齢者の在宅生活の継続と、介護を行う家族の経済的・身体的負担を軽減する。

在宅高齢者介護家族支援事業

【申請者】 支給認定通知書の送付

支援金等の支給を受けようとす
る当該要介護高齢者の主たる介
護者は、伊東市在宅高齢者介護
家族支援金等支給申請書を提出
する。

申請書受理
↓
交付決定

３日間

伊東市在宅高齢者
介護家族支援事業
実施要綱

支給認定

申請者に対し、支給認定通知
書、介護家族慰労温泉券、在宅
高齢者介護家族慰労マッサージ
券の送付

交付決定
↓
送付

２日間

【委託業者】

支給事業報告書の提出

委託業者は毎月１０日までに支
給事業報告書を提出

【申請者（介護者・代理申請
者）】

申請書受付

当該申請に係る内容を審査し、
その支給又は不支給を決定

≪課長決裁≫
伊東市在宅高齢者介護
家族支援金等支給認定
(却下)通知書（第２号
様式）

伊東市在宅高齢者介護
家族支援金等支給申請
書（第１号様式）

補足

変
更
点

【会計課】審査・支払
支出負担行為伺兼支出命令書

起案・決裁

口座振込

【家族介護支援金受給者、
委託業者】

在宅高齢者介護家族慰労
マッサージ券支給事業報告
書
在宅高齢者介護家族慰労温
泉券支給事業実施報告書

支給事業報告書

支出負担行為伺兼支出命令書を
起案
決裁後、支出負担行為伺兼支出
命令書を会計課へ回付

請求兼領収書の受
理
↓（即日処理）
支出命令
↓（２０日間）
支払

伊東市会計規則

請求兼領収書
≪課長決裁
　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

介護家族の疾病予防・健康増進
のため、委託先事業所において
温泉券やマッサージ券を利用

伊東市　業務手順書

㊵

⑬

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

⑭
⑮

家族介護支援金は
受給者に対し、毎
年４月、８月及び
１２月にそれぞれ
前月までの分を支
給する



見守りシールの貼付方法及び、
伝言板の利用方法について説明
し、交付

受信確認後、即日
対応可

補足

変
更
点

行方不明時の早期探索を目的
に、事前に情報共有を行う

交付
↓
情報共有

２日間

【伊東警察署生活安全課】 情報共有

交付物品
【希望有】
蓄光シール10枚
耐洗ラベル30枚

【利用希望者】
交付

QRコード付見守りシールの交付

≪課長決裁≫
決定通知書（様式
3）

通知先のメールアドレスの受信
確認

決定通知書送付
後、約３日を目安
に確認メールを送
信

QRコード希望有

【メールアドレス登録者】
登録したメールアドレス
の受信の有無を確認

QRコー
ド
希望無

課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

【利用希望者・代理申請者
（地域包括支援センター・介

護支援専門員等）】
申請書受付

利用希望者又は代行人から窓口
で申請を受付ける。
決定通知送付先の確認を行う。
見守りシールの希望の有無を確
認する。

申請書受理
↓
交付決定

３日間
登録・利用決定

本事業の対象者であるか審査
し、登録を決定する。

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

備考関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

認知症等で行方が分からなくなる可能性のある方を事前に登録し、希望者にQRコード付き見守りシール（以下「見守りシール」という。）を交付する。

伊東市高齢者あんしん見守りネットワーク事業

有

関連部門 当該部門

シート番号 14 業務・事務名

業務・事務の目的

部 健康福祉部

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊶、㊸、㊹、㊻

リスク

№

㊵

㊶

・見直し時字句修正
・備考欄内、交付物品の記載追加

㊻

伊東市高齢者あん
しん見守りネット
ワーク事業実施要
綱

利用申請書（様式
1）
写真
同意書（様式2）

登録情報を入力・管理

【決定通知送付先】 決定通知書の送付 決定通知書の送付

決定
↓
送付

２日間

決定通知書（様式3）
申請書宛のお知らせ
シール有（別紙7）
シール無（別紙1及び
「命のカプセル」）

交付物品
【希望無】
命のカプセル

利用者名簿に入力
写真をPDFにし、フォルダに管理
どこシル伝言板システムに利用
申請者の情報を入力

決定
↓
登録

２日間



変
更
点

【地域包括支援センター・
ケアマネージャー・
社会福祉協議会等】

【高齢者・高齢者のご家族・
施設職員・専門職等】

選任された後見人等に基本情報
を提供し、今後の支援について
相談する。

【選任された後見人等】 後見人等の選任

【熱海家庭裁判所】 審判の請求

申立費用(切手、収入印紙）の支
出

申立書を作成し、家庭裁判所に
後見・保佐・補助の開始等の審
判の請求を行う。

民法、後見登記等
に関する法律第10
条
老人福祉法第32条

高齢者の権利擁護が必要であ
り、親族がいない場合又は関わ
りを拒否された場合、市長によ
る後見人等の申立てを行う。

伊東市成年後見
制度利用支援事業
実施要綱第5条

【他市町　戸籍担当部署】

相談者と電話もしくは面談等に
より相談内容を聞き取る。
基本情報をまとめる。

照会

後見人等の市長申立ての決定

支援内容の検討

２親等以内の親族有無の確認
３親等又は４親等の親族であっ
て審判請求をする者を確認

老人福祉法第５条
の４第２項第２号

【会計課】審査・支払

審判通知

補足

家庭裁判所からの
審判通知書

伊東市会計規則

≪課長決裁
　→会計課≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

支出負担行為伺兼支出命令書
起案・決裁

申立書の作成
↓
裁判所への審判請求
７日

支出伝票の作成
即日

審判通知書の受理
↓
選任後見人への相談
即日

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

無

ケース状況報告書

相談

相談内容の聞きとり

相談者への聞きとり
↓
基本情報のまとめ
３日

回答

≪部長決裁≫
市長申立て審判請
求についての稟議

戸籍謄本
戸籍附票
住民票
改製原戸籍

支援者が集まり、金銭管理や契
約等の本人にとって必要な支援
を確認。親族がいる場合は、親
族に協力依頼。

地域ケア会議等の
議事録

実態把握

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 長寿支援係 シート番号 15 業務・事務名

認知症等の市内に居住する判断能力が十分でない高齢者の権利擁護及び福祉の増進を図る。

成年後見開始の市長申立事務

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊸、㊹

リスク

№

⑭
⑮

診断書
登記されていない
ことの証明書
申立書等



⑨
㊷

≪課長決裁≫
・稟議書
・調定伝票

⑤

補足

特別徴収結果情報受領

納
付

【会計課】 収納

伝票回付

変
更
点

年金保険者より特別徴収結果
情報を受け取る。（隔月）

・介護保険法
・介護保険法施
行令
・介護保険法施
行規則
・伊東市介護保
険条例調定 稟議書・調定伝票作成

収入伝票受領および内容確認
と納付原簿に記録

・収入伝票
・日計表
・収納結果一覧表
・納入済通知書

情報

【年金保険者】

業務・事務の目的 介護保険料納付記録を適切に管理するため。

内包するリスク ①、⑤、⑨、㊳、㊴、㊷、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№関連部門 当該部門

介護保険係 シート番号 1 業務・事務名 介護保険料納付記録管理（特別徴収分）部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更 無



納付・口振

納
付

伝票回付

【未納者】
未納者に対して督促状を発送
する。

・督促状
・納入通知書

⑨
㊵

収入伝票受領および内容確認
し、介護保険システムと財務
会計システムに差異がある場
合は、納付済通知書等を確認
のうえ適正に処理し納付原簿
に記録

伊東市会計規則 ⑨

⑦
㊵

≪課長決裁≫
・稟議書
・調定伝票

⑤

督促処理

補足

変
更
点

賦課処理により出力された納
入通知書を対象者に郵送・口
座振替者については引落デー
タの作成

・介護保険法
・介護保険法施
行令
・介護保険法施
行規則
・伊東市介護保
険条例

≪課長決裁≫
・稟議書
・納入通知書
・保険料納付原
簿

⑥

稟議書・調定伝票作成

賦課処理

【被保険者】 納入通知書

【金融機関】 保険料調定

収納【会計課】

・収入伝票
・納入済通知書
・日計表
・収納結果一覧表

関連部門 当該部門

介護保険料納付記録を適切に管理するため。

内包するリスク ①、⑤、⑥、⑦、⑨、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№

業務・事務の目的

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 介護保険係 シート番号 2 業務・事務名 介護保険料納付記録管理（普通徴収分）



伝票回付

納付

⑤

収入伝票の受領及び内容確認
し、介護保険システムと財務
会計システムに差異がある場
合は、納付済通知書等を確認
のうえ適正に処理し納付原簿
に記録

伊東市会計規則

・収入伝票
・納入済通知書
・日計表
・収納結果一覧表

⑨
㊷

補足 　

変
更
点

年度切替および出納閉鎖後、
滞納者の記録管理作成

・介護保険法
・介護保険法施行令
・介護保険法施行規則
・伊東市介護保険条例

≪課長決裁≫
・稟議書

滞納者を把握し、催告書発
送、電話催告、臨戸等の方法
により、滞納者に対し納付を
促す。
また、納付困難者について、
分納相談等を行う。

≪課長決裁≫
・催告書
・納入通知書

催告書の発送は
年2回（4月・8
月）

⑨
㊵

滞納繰越

滞納調定

滞納整理

【会計課】 収納

納
付

【金融機関】

【被保険者（滞納者)】

関連部門 当該部門

稟議書・調定伝票作成

≪課長決裁≫
・稟議書
・調定伝票
・保険料納付原
簿

業務・事務の目的 滞納状態にある介護保険料について、未納者を的確に把握することにより、適正な滞納整理を行うため。

内包するリスク ①、⑤、⑨、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 介護保険係 シート番号 3 業務・事務名 介護保険料納付記録管理（滞納分）



≪課長決裁≫
稟議書
認定結果通知書
被保険者証

申請書の受領
↓
認定　３０日

介護保険法
介護保険法施行令
介護保険法施行規則
介護保険条例
介護保険条例施行規則

㉑
㉒
㉔
㉕
㉖

介護認定審査会に審査・判定
を依頼する。　審査会委員へ
資料と開催通知を開催日の約
1週間前に直渡しまたは郵送
する。（資料：一次判定結
果、認定調査票の特記事項、
主治医意見書）

簡易決裁
認定審査会開催
通知書

㊵

主治医意見書

訪問調査

調査票の内容を確認しシステ
ムに入力する。

調査票

調査員（市職員）または委託
調査員が調査する。

≪課長決裁≫
委託契約書
調査依頼書

システム入力の作成により医
学的な面からの主治医意見書
の作成を依頼する。

作成依頼文書 ㊵

本人又は代行人から申請を受
け付ける。（新規・更新・区
分変更）システムにより入
力。

調査結果提出
調査票入力（特記事項を含む）

主治医意見書提出
主治医意見書入力

一次判定システムへの入力に
より一次判定結果の作成を行
う。

一次判定

審査会資料の作成

医療機関から届いた主治医意
見書をシステムに入力する。

審査会資料を作成する。

補足

変
更
点

審査・判定依頼

事務局（高齢者福祉課）が会
議録を作成する。

簡易決裁
会議録
ICレコーダー

認定結果通知・被保険者証
交付
↓
認定後即日発送

㊵

【介護認定審査会】

依頼

資料

提出

【介護認定審査会】
審査会の開催（審査判定）

会議録作成

認定

【申請者】
認定結果通知・被保険者証交付

介護認定審査会の審査・判定
に基づき認定し、申請者へ認
定結果の文書通知と被保険者
証を送付する。

【居宅介護支援事業所
等】

訪問調査

委託

（委託分） （直営分）

関連部門 当該部門

【本人又は代行人】申請 申請受付・入力

【医療機関（主治医）】 主治医意見書依頼

業務・事務の目的 被保険者から介護の申請を受け付け、要介護認定を結果を通知する

内包するリスク ①、㉑、㉒、㉔、㉕、㉖、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 介護保険係 シート番号 4 業務・事務名 要介護認定事務



会議録を作成する。
≪課長決裁≫
会議録

会議資料を作成し、事前に各
委員へ配付する。

≪課長決裁≫
運営協議会資料

資料は約２週間
前には配付す
る。

㊵

委嘱状を交付する。

補足

変
更
点

介護保険に理解のある保健・
医療・福祉関係者等

伊東市介護保険
条例

≪市長決裁≫
委嘱状

任期２年

協議事項及び日程を決定し、
会議の招集を通知する。

≪課長決裁≫
開催通知

開催の約１か月
前までに通知す
る。

㊵

協議会を開催する。 要旨を記録

委嘱

委嘱状交付

通知

配布

【運営協議会委員】 資料配付

出席
運営協議会の開催

会議録作成

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項、地域密着型サービス等及び地域包括支援センターの運営等に関して審議する。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リス
ク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2025/2/28 見直しによる変更 無

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 介護保険係 シート番号 5 業務・事務名 介護保険運営協議会



変
更
点

補足

審査結果の確認支給決定

支給日と支給額を記載した通知
書を送付し、指定口座に振り込
む。

被保険者が購入した、居宅介護（予防）福祉用具について、保険給付を行う。

居宅介護(予防)福祉用具購入費の償還払い事務

申請書の受領
↓（３日間）
交付必要性確認
↓（即日）
システム入力
↓（即日）
国保連審査依頼
↓（２０日）
審査結果受領
↓（５日間）
支給決定

介護保険システムに申請情報を
入力し、国保連合会へ審査依頼
をする。

福祉用具給付台帳
償還連絡票

【静岡県国保連合会】

審査依頼

国保連合会から送られてきた審
査結果をもとに支給決定・支払
事務を行う。

≪課長決裁≫
稟議書
支給・不支給決定
通知書
支出負担行為伺
兼支出命令書

決定通知書送付及
び支出
１５日間

【要介護（要支援）認定者】
決定通知

支給決定の通知・支払い

伝票回付

口座振込

担当ケアマネジャー・サービス事業
者は要介護（要支援）認定者からの
相談を受けて、福祉用具の選定・購
入を行う（福祉用具購入費を全額本
人が指定サービス事業者に支払う)

介護保険法４４条
介護保険法施行規則
７０～７３条

ケアプラン、申請
書に記入された理
由書

ケアプランに購入を
位置付けした場合は
担当ケアマネジャー
が当該ケアプランを
提供する。

【担当ケアマネジャー、
指定サービス事業者】

担当ケアマネジャー・サービス
事業者から提出された申請書・
添付書類を確認し、福祉用具の
必要性や過去の給付実績から支
給の有無を決定する。

福祉用具支給申請
書・見積書・領収
書・商品カタログ
写し

支給申請書の受付

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

【会計課】審査・支払

リスク

№

伊東市　業務手順書

㊷

見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 介護保険係 シート番号 6 業務・事務名

当初作成日 2019/12/20 無

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹

⑭
⑮
㊵

⑬
㊷



①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹

備考

見直し日 2025/2/28 見直しによる変更当初作成日 2019/12/20

業務・事務名

無

業務・事務の目的

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 介護保険係 シート番号 7

被保険者が購入した、居宅介護（予防）福祉用具について、保険給付を行う。

居宅介護(予防)福祉用具購入費の受領委任払い事務

福祉用具給付台帳
償還連絡票

リスク

№

事務・業務フロー

審査依頼

申請書の受領
↓（３日間）
交付必要性確認
↓（即日）
システム入力
↓（即日）
国保連審査依頼
↓（２０日）
審査結果受領
↓（５日間）
支給決定

受領委任払い取扱指定サービス
事業者から提出された申請書・
添付書類を確認し、福祉用具の
必要性や過去の給付実績から支
給の有無を決定する。

福祉用具支給申請
書・受領委任払い
に係る委任状・見
積書・領収書（1割
～3割分）・商品カ
タログ写し

介護保険法４４条
介護保険法施行規
則７０～７３条

伊東市介護保険住
宅改修費等受領委
任払い制度に関す
る要綱

事務手続に
要する期間

【受領委任払い取扱指定サー
ビス事業者】

支給申請書の受付

要介護（要支援）認定者から相
談を受けて、福祉用具の選定・
購入を行う（購入費は負担割合
証に応じて１割～３割負担)

ケアプラン、申請
書に記入された理
由書

事務内容又は目的 関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

ケアプランに購入を
位置付けした場合は
担当ケアマネジャー
が当該ケアプランを
提供する。

変
更
点

補足

審査結果の確認支給決定
国保連合会から送られてきた審
査結果をもとに支給決定・支払
事務を行う。

≪課長決裁≫
稟議書
支給・不支給決定
通知書
支出負担行為伺
兼支出命令書

支給日と支給額を記載した通知
書を送付し、受領委任払い取り
扱い事業者が登録した口座に振
り込む。

決定通知書送付及
び支出
１５日間

⑭
⑮
㊵

【会計課】審査・支払
伝票回付

支給決定の通知・支払い口座振込

決定通知

【受領委任払い取扱指定サー
ビス事業者】

⑬
㊷

【静岡県国保連合会】

介護保険システムに申請情報を
入力し、国保連合会へ審査依頼
をする。

伊東市　業務手順書

㊷

内包するリスク

関連部門 当該部門



〈

要介護（要支援）認定者から相
談を受けて、担当ケアマネ
ジャー、サービス事業者等が住
宅改修場所の現地確認を行う。

担当ケアマネジャー等・工務店等
(福祉住環境コーディネーター資格
保有者)から提出された申請書・理
由書・日付入り写真・間取り図等を
確認し、住宅改修の必要性や過去の
給付実績から支給の有無を審査す
る。

介護保険法４５条
介護保険法施行規
則７４～７６条

≪課長決裁≫
承認決定通知

≪課長決裁≫
稟議書
支給・不支給決定
通知書
支出負担行為伺
兼支出命令書

ケアプラン

住宅改修支給申請
書・理由書・見積
書・日付入り写
真・間取り図など

住宅の所有者が当該
利用者でない場合、
住宅所有者の承諾書

改修依頼

【会計課】審査・支払
伝票回付

支給決定の通知・支払い口座振込

決定通知

【要介護（要支援）認定者】

審査結果の確認支給決定

審査依頼
介護保険システムに申請情報を入力
し、国保連合会へ審査依頼をする。

【地域包括支援センター】
【居宅介護支援事業所】

【工務店等（福祉住環境コーディ
ネーター資格保有者）】

シート番号 8 業務・事務名

業務・事務の目的

健康福祉部 課等 高齢者福祉課 担当係名 介護保険係

被保険者の居宅において、介護保険上認められる居宅介護（予防）住宅改修について、保険給付を行う。

居宅介護住宅改修費償還払い事務

変

更

点

審査結果を要介護認定者にお知
らせし、承認の日以降に工務店
等に改修をしてもらう。

【要介護（要支援）認定者】 住宅改修の承認決定通知のお知らせ

担当ケアマネジャー・工務店等
(福祉住環境コーディネーター資
格保有者)から提出された、領収
書・工事費内訳書・完成後の状
態がわかる日付入りの写真を事
前申請と齟齬がないか確認

申請書の受付
↓（３日間）
改修の必要性の確
認
簡易決裁
↓（２日間）
承認決定通知の送
付

申請書の受付
↓（３日間）
事前申請との齟齬
の確認・システム
入力
↓（即日）
国保連審査依頼
↓（２５日間）
審査結果受理後、
支給決定

【工務店等】改修着工

ケアプランに住宅改修
を位置付けした場合は
担当ケアマネジャーが
当該ケアプランを提供
する。

【担当ケアマネジャー、
指定サービス事業者】

住宅改修支給申請書の事前受付

決定通知書送付及
び支出
１５日間

住宅改修に要した領
収書の原本、(コピー
の場合は原本を確
認)、工事費内訳書、
完成後の状態を確認
できる書類（日付入
り写真）

補足

住宅改修の事後申請の受付

支給日と支給額を記載した通知
書を送付し、指定された口座に
振り込む。

国保連合会から送られてきた審査結
果をもとに、支給決定・支払い事務
を行う。

静岡県国保連合会

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹

リスク

№備考
関連部門 当該部門

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

事務手続に
要する期間

無

伊東市　業務手順書

㊵

当初作成日 2019/12/20

部

見直し日 2025/2/28 見直しによる変更

⑭
⑮
㊵

⑬
㊷



当初作成日 2019/12/20 見直し日 無

決定通知書送付及
び支出
１５日間

業務・事務名

2025/2/28 見直しによる変更

⑬
㊷

要介護（要支援）認定者から相談を
受けて、担当ケアマネジャー、サー
ビス事業者等が住宅改修場所の現地
確認を行う。

担当ケアマネジャー等・工務店等(福祉
住環境コーディネーター資格保有者)か
ら提出された申請書・理由書・日付入
り写真・間取り図等を確認し、住宅改
修の必要性や過去の給付実績から支給
の有無を審査する。

介護保険法４５条
介護保険法施行規
則７４～７６条

ケアプラン

住宅改修支給申請
書・受領委任払いに
係る委任状・理由
書・見積書・日付入
り写真・間取り図な
ど

≪課長決裁≫
承認決定通知

住宅の所有者が当該
利用者でない場合、
住宅所有者の承諾書

伊東市介護保険住
宅改修費等受領委
任払い制度に関す
る要綱

《課長決裁》
稟議書
支給・不支給決定
通知書
支出負担行為伺
兼支出命令書

部 健康福祉部 課等 高齢者福祉課

被保険者の居宅において、介護保険上認められる居宅介護（予防）住宅改修について、保険給付を行う。

居宅介護住宅改修費受領委任払い事務

審査結果を受領委任払い取扱事業者
にお知らせし、承認の日以降に工務
店等に改修をしてもらう。

事務内容又は目的 関連法令等
事務手続に
要する期間

業務・事務の目的

担当係名 介護保険係 シート番号 9

【静岡県国保連合会】

審査依頼

審査結果の確認支給決定
国保連合会から送られてきた審査結
果をもとに、支給決定・支払い事務
を行う。

担当ケアマネジャー・工務店等(福
祉住環境コーディネーター資格保有
者)から提出された、領収書・工事
費内訳書・完成後の状態がわかる日
付入りの写真を事前申請と齟齬がな
いか確認

【受領委任払い取扱事業者】
通知確認後、改修を着工 住宅改修の承認決定通知のお知らせ

介護保険受領委任払い等の受領委任払いの
お知らせ

申請書の受領
↓（３日間）
改修の必要性の確
認
簡易決裁
↓（２日間）
承認決定通知の送
付

申請書の受領
↓（３日間）
事前申請との齟齬
の確認・システム
入力
↓（即日）
国保連審査依頼
↓（２５日間）
審査結果受理後、
支給決定

介護保険システムに申請情報を入力
し、国保連合会へ審査依頼をする。

【地域包括支援センター職員】
【担当ケアマネジャー】

【受領委任取扱い事業者（福祉住環境
コーディネーター資格保有者）】

変

更

点

補足

支給日と支給額を記載した通知書を
送付し、指定口座に振り込む。

住宅改修に要した領収
書の原本（1割～３割負
担分）(コピーの場合は
原本を確認)、工事費内
訳書、完成後の状態を
確認できる書類（日付
入り写真）

住宅改修支給申請書の事前受付

住宅改修の事後申請の受付

ケアプランに住宅改修
を位置付けした場合は
担当ケアマネジャーが
当該ケアプランを提供
する。

【受領委任払い事業者（福祉住
環境コーディネーター資格保有

者）】

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務・業務フロー

⑭
⑮
㊵

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹

リスク

№

㊵

【会計課】審査・支払
伝票回付

支給決定の通知・支払い口座振込

【受領委任払い取扱事業者】
決定通知


